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北海道最低賃金の改正決定に関する諮問について 

― 現行の時間額８６１円の改正を調査審議 ― 

 

 

 

北海道労働局長（上田
う え だ

 国士
く に お

）は、令和３年６月３０日に開催される北海道地方最

低賃金審議会（会長 亀
かめ

野
の

 淳
じゅん

）に対して、令和３年度「北海道最低賃金」の改正決

定に関する諮問を行う予定。 

今後、同審議会の下に専門部会が設置され、調査審議が行われる。 

 

 

 

 

【参考１】北海道最低賃金額の推移（過去５年間） 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

最低賃金額 ７８６円 ８１０円 ８３５円 ８６１円 ８６１円 

対前年引上額 ２２円 ２４円 ２５円 ２６円 － 

対前年引上率 ２．８８％ ３．０５％ ３．０９％ ３．１１％ － 

 

 

（北海道道政記者クラブ、北海道経済記者クラブ 同時提供） 

 

 

 

 

【担当】 

厚生労働省 

北海道労働局労働基準部賃金室 

   室   長    横溝 朱実 

   室長補佐    龍瀧 良之 

代表電話：011-709-2311（内 3531） 

  直通電話：011-788-6576 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省北海道労働局発表 

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ９ 日 



 

 

【参考２】最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 

 

１ 北海道働き方改革推進支援センター 

 中小企業・小規模事業者の皆様のために、労働関係助成金の活用などのご相談に対応、支

援することを目的に北海道働き方改革推進支援センター（事業受託者：㈱東京リーガルマイ

ンド（LEC））を設置しています。 

相談窓口 ： ℡０８００－９１９－１０７３（通話無料）（月〜金、9：00-17：00） 

E－mail ： hokkaidou-hatarakikata@lec-jp.com 

ホームページ： https://public.lec-jp.com/hataraki-hokkaidou/ 

 

２ 業務改善助成金 

 業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」

の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引上げた場合、

その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 

相談窓口 ：北海道働き方改革推進支援センター（月〜金、9：00-17：00） 

 ℡０８００－９１９－１０７３ 

     ：北海道労働局雇用環境・均等部企画課 

 ℡０１１－７８８－７８７４ 

申 請 先 ： 北海道労働局雇用環境・均等部企画課 
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